
第 3 章 空 家 等 対 策 の目標 及 び 基 本 的 な 方 針 等

3 - 1 本計画の目標

　空家等に関する課題をふまえ、本計画の目標を定めます。

『総合的な空家等対策による生活環境の保全と安全・安心な暮らしの実現』

○

○

空家等対策による「生活環境の保全」とは

空家等対策による「安全・安心な暮らしの実現」とは

　管理不全な状態にある空家等は、周辺の住環境に様々な悪影響を及ぼしま
す。中でも、道路にはみ出した立木の枝による通行の阻害や、不法投棄され
た廃棄物による悪臭、小動物や害虫の繁殖等は、周辺の生活環境を保全する
上で問題となるため、空家等対策によりこれらの削減を目指します。

　保安上危険な状態にある空家等は、自然災害により倒壊や屋根材の飛散等
の恐れがあり、周辺住民の生命・財産の保護を図るうえで空家等への対策は
大変重要となります。このことから、単身高齢者が抱える相続に関する不安や、
家屋の維持管理に関する悩みに対応できる相談体制の整備、災害対策や長く
住み続けるためのリフォームへの支援等により、安全・安心な暮らしの実現を
目指します。

図 3-1　目標のイメージ
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3 - 2 基本的な方針

　目標をふまえ、本計画の基本的な方針を定めます。

１. 　「管理状態に応じた空家等対策の推進」

2. 　「所有者等、地域、関係団体、行政の連携・協働による空家等対策の推進」

○

○

基本的な方針 1 の解説

基本的な方針 2 の解説

　空家等には、特定空家等のようにすでに周辺へ悪影響を及ぼしているもの
や、補修や改修、用途変更等で利活用や流通が可能なもの、そのままの状態
で十分利活用や流通が可能なもの等、様々なものが存在します。空家等の問
題を解決するためには、空家等の管理状態に応じた適切な対応を行うことで、
空家等の存在そのものを解消することが必要であると同時に、今後さらなる空
家等の増加が見込まれることから、空家等の発生を抑制する予防的な取組も
重要となってきます。

　空家等対策は、その状態に応じて手段、内容等が異なることから、空家化前の
段階を含め、空家等の状態に応じた対策を推進します。

　空家等に関する課題は、所有者等だけで解決できるものばかりではないことか
ら、所有者等や地域、関係団体、行政の連携・協働により、空家等対策を推進し
ます。

　空家等の問題は個人の財産にかかわる問題であるため、基本的には所有者
等が自ら解決することが前提となります。一方、空家等の問題解決のためには
相続の問題や不動産流通の問題、建物の構造的な問題など専門的かつ多岐
にわたる対応が必要になるため、どこに相談して良いかわからないことや、所
有者個人の経済的な問題、空家等であることにさほど問題を感じていないなど、
所有者等だけでは十分に対応できない（または対応しない）場合も考えられ
ます。さらには、空家等の発生や増加は、周辺住民に悪影響をもたらすばか
りか、地域コミュニティ継続の阻害要因となるなど、地域づくり・まちづくりに
も影響する問題でもあります。そのため、空家等の問題は、所有者等のみな
らず、地域、関係団体、行政とともに地域全体で取り組むべき課題であると捉
える必要があります。
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　基本的な方針 2 に掲げる 4 つの主体は、各々に責務や役割があります。

○

○

○

○

○

所有者等の責務

地域の役割

関係団体の役割

行政（国）の責務

行政（県）の責務

　空家法の第 5 条「空家等の所有者等の責務」において、「空家等の所有
者又は管理者（以下「所有者等」という。）は、周辺の生活環境に悪影響を
及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努めるとともに、国又は地方公共団
体が実施する空家等に関する施策に協力するよう努めなければならない。」と
され、また、条例の第 3 条「所有者等の責務」において、「所有者等は、そ
の所有し、又は管理する空き家等が管理不全な状態にならないよう適正にこ
れを管理しなければならない。」とされており、空家等の所有者等は、所有す
る空家等が周辺に悪影響を及ぼさないように、責任をもって適切に管理する
義務があります。

　良好な地域住民間の関係を築くとともに、市や所有者等と連携し、空家等に
関する情報提供や、地域に空家等に関する問題意識の共有を図ることで、空
家等の発生や放置を未然に防ぐことが求められています。

　空家等の問題は、建物の適切な維持管理だけでなく、建物構造や相続、
市場への流通や活用など多岐に渡るため、専門的な見地が必要となります。
そのため、法務や不動産、建築等の関係団体は、その専門的な知識や技術
をもって、市や所有者等が実施する空家等の対策に対して、情報提供や技術
的な支援・助言を行うなど、問題解決に向けた取組への協力が求められてい
ます。

　空家法の第 3 条「国の責務」において規定されているように、空家等に関
する施策を総合的に策定・実施する責務を持ち、地方公共団体が行う空家等
に関する取組のために必要となる情報提供や支援等に努める義務があります。

　空家法の第 4 条第 2 項において規定されているように、空家等対策計画に
基づき市町村が講ずる措置について、当該市町村に対する情報の提供及び技
術的な助言、市町村相互間の連絡調整その他の必要な援助を行うよう努める
義務があります。
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○ 行政（市）の責務

　空家法の第 4 条第 1 項において規定されているように、空家等対策計画の
作成及びこれに基づく空家等に関する対策の実施その他の空家等に関して必
要な措置を適切に講じるよう努める義務があります。

3 - 3 基本的な方針の展開

　基本的な方針の展開方法を下記のとおりとし、空家等対策を総合的・計画的に進めます。
　基本的な方針 1 に関しては、空家化前、空家等の適正管理、空家等の管理不全の 3 つの段階
に区分し、各々の対策を「基本施策」とします。
　基本的な方針 2 に関しては、4 つの主体が連携・協働するための「取組体制等」を明確化します。

表 3-1　基本的な方針の展開方法
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